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序章 都市計画マスタープランとは 

１．策定の背景と目的 

「都市計画マスタープラン」とは、平成 4 年の都市計画法の改正により創設され

た制度に基づいて策定されるもので、市町村が自ら定める「都市計画に関する基本

的な方針」のことです。 

また、平成 12 年には、都市計画法制定後３０年以上が経過して、我が国が急速

に都市化が拡大する「都市化社会」から、安定・成熟した「都市型社会」へと変化

し、「都市型社会」にふさわしい都市計画制度の見直しが求められるようになった

ことを受けた法改正が行われました。この改正では、従来線引き都市にのみ定めて

いた「整備、開発又は保全の方針」に替えて、全ての都市計画区域について「整備、

開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）」を県が定めることとなりま

した。 

小城市では、現在 2 つの都市計画区域（小城都市計画区域及び牛津都市計画区域）

を有しており、それぞれ平成 16 年 3 月に都市計画区域マスタープランが定められ

ています（都市計画マスタープランは、平成 13 年 3 月に旧牛津町のみに策定され

ています）。 

こうしたなか、我が国の人口がピークを迎え、本格的な人口減少社会・少子超高

齢社会への対応が待ったなしとなっており、国においては、従来の都市の拡大成長

を前提としたまちづくりから、既存の社会資本のストックを有効に活用しつつ、都

市機能を集約した“集約型のまちづくり”への転換を図るべく、平成 18 年 5 月に

都市計画法の改正を行いました。 

このような流れを受けて、佐賀県においても、地域全体の活力と秩序を維持する

集約型のまちづくりに向けて、「人口減少・超高齢社会に対応した佐賀県に適した

都市のあり方（基本方針）」を平成 19 年 3 月に定めました。 

小城市では、平成 19 年 3 月に、総合的なまちづくりの指針となる「小城市総合

計画」を策定して新市のまちづくりを進めていますが、主として都市計画の分野に

おいて市民の意見を反映させながら、本市の実情に適した居住、商業・業務地、教

育・文化等の都市の諸機能が集積したまちづくりを実現していくことを目的として、

このたび『小城市都市計画マスタープラン』を策定することとなりました。 

 

 

２．役割と位置づけ 

『小城市都市計画マスタープラン』は、次のような役割を担っています。 

○ 小城市の将来都市像やまち（都市）づくりの目標を明確にします 

○ 小城市が定める都市計画の基本的な方針となります 
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○ 土地利用や都市施設整備など個別の都市計画の相互調整を図ります 

○ 都市計画に対する市民の関心と理解を深め、協働のまちづくりの基盤を固め

ます 

 

『小城市都市計画マスタープラン』は、都市計画法第１８条の２に位置づけられ

た「市町村の都市計画に関する基本的な方針」であり、また、「小城市総合計画」

や県が定める「都市計画区域マスタープラン」に即して定めることが必要です。 

また、関係機関、各種計画などとの整合を図るとともに、市民の意向を反映させ

ることが必要となります。 

『小城市都市計画マスタープラン』の策定後、これに定められた方針に従って具

体的な計画、事業化を行い、まち（都市）づくりを推進していくこととなります。 

 

■小城市都市計画マスタープランの位置づけ 
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３．構成と計画対象 

『小城市都市計画マスタープラン』は、次のような構成と計画対象となります。 

 

○ 『小城市都市計画マスタープラン』は 3 編で構成されます 

『小城市都市計画マスタープラン』は、大きく分けて「まちづくりの目

標」「全体構想」「計画の実現に向けて」の 3 編で構成されます。 

なお、計画策定後に必要に応じて、市域をいくつかの地域に区分し、住

民の日常生活に密着した地域レベルのまちづくりの方針を定める「地域別

構想」の策定も検討します。 

 

○ 計画対象は小城市全域です 

『小城市都市計画マスタープラン』は、新市全体のバランス良いまちづ

くりを目指し、また将来の都市計画区域の再編も見越して、小城市全体を

対象範囲とします。 
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小城市都市計画マスタープランの構成 
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第１章 小城市の特性と課題 

 

第２章 まちづくりの目標 

 

第３章 全体構想 

 

２.まちづくりの基本方針 

◆一体性のあるまちとしての骨格の形成 
◆安全で健やかな暮らしを支える環境の整備 
◆拠点地区充実型の都市形成の推進 
◆産業活動や地域の交流を支える交通体系の整備 
◆地域の資源を活かしたまちの魅力の醸成と景観形成 
◆恵まれた自然環境・田園環境の保全と活用 
◆市民主体のまちづくりの推進 

第４章 都市計画マスタープランの実現に向けて 

 

１.土地利用・拠点地区形成の方針 

○基本方針 
・土地利用類型と配置方針 
・拠点地区形成の方針 
・宅地開発の適正な規制・誘導の方針 

１.策定の背景と目的 

２.役割と位置づけ 

３.構成と計画対象 

４.目標年次 

目標年次：平成37年 中間年次：平成28年 

５.策定までのあゆみ 

１.小城市の概要 

現況調査と分析 

２.市民意向 

市民アンケート調査結果 

３.まちづくりの課題 

・人口・産業動向の課題 
・土地利用上の課題 
・交通に関する課題 
・その他全般的な課題 

１.まちづくりの基本理念及び将来都市像 

【基本理念】 
○共生と自立 
○交流と連携 
○個性と魅力 
○参画と協働 

【将来都市像】 
薫風新都 
－天山

や ま

と有明海
う み

が織りなす 生活
くらし

創造都市・小城市－ 

３.将来目標人口 

中間年次（H28年）48,000人 
目標年次（H37年）47,200人 

４.将来都市構造 

・拠点地区 
・骨格となる軸・結節点 
・土地利用特性 

２.交通体系の整備方針 

○基本方針 
・道路整備の方針 
・公共交通施設の整備方針 
・歩行者系道路の整備方針 

３.自然的環境の保全・整備の方針 

○基本方針 
・自然的環境の保全・活用の方針 
・公園・緑地の整備方針 

４.都市環境・景観形成の方針 

○基本方針 
・都市環境形成の方針 
・景観形成の方針 

５.安全・安心なまちづくりの方針 

○基本方針 
・災害の発生抑制と災害に強いまちづくりの方針 
・地域防災・防犯に関する方針 
・安全・円滑な移動を可能にするまちづくりの方針 
・その他安心して暮らし続けられるためのまちづくりの方針 

１.協働によるまちづくりの推進 

・まちづくりの役割分担と相互支援 
・協働のまちづくり制度の活用 
・協働のまちづくりの推進 

２.実現化の方策 

・都市計画区域の変更 
・都市計画の決定・変更 
・法に基づく規制・誘導制度 
・自主的なルールづくり 
・住民と行政の協働による事業 

３.都市計画マスタープランの管理と

継続的改善 
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４．目標年次 

○ 計画の目標年次は概ね２０年後です 

『小城市都市計画マスタープラン』は、長期的視野からのまちづくりの

方針を定めることが求められていることから、目標年次を概ね２０年後と

します。 

また、小城市総合計画の目標年次である、おおよそ 10 年後を中間年次

とします。 

ただし、上位計画である小城市総合計画等の見直し、その他社会・経済

情勢の変化などが生じた場合は、必要に応じて見直しを行います。 

 

 

５．策定までのあゆみ 

（１）策定体制 

『小城市都市計画マスタープラン』の策定にあたっては、専門的な視野から

議論し、意見を述べてもらうため、市民及び識見を有する者などを構成員とす

る「小城市都市計画マスタープラン策定検討委員会」を設置し、5 回にわたる

会議を重ねました。 

また庁内においては、策定に必要な調整や協議を行うため、市長を本部長と

し関係部長級以上の職員を構成員とする「小城市まちづくり推進本部」を設置

するとともに、その下部組織として「都市計画検討部会」及び「土地利用検討

部会」を設置し、検討を重ねました。 

 

（２）市民意向の反映 

計画の策定においては、計画に市民の意向を反映するため、平成 19 年 9 月

に、満 18 歳以上の市民 1,500 人を対象としたアンケート調査を実施しまし

た。 

また、都市計画マスタープランの案は、平成 20 年５月に市役所や市のホー

ムページなどで公表し、それに対する市民の意見を伺う「パブリックコメント」

を実施しました。 

 


